
様式14

No 案　件　名　称 物品種目 契約の相手方
契約金額
（税込）

契約日 根拠法令
随意契約理由

（随意契約理由番号） ＷＴＯ

1
衆議院議員総選挙事務にかか
る南投票所施設借上

200：その他
大阪厨房料飲機器家具協
同組合

162,000        平成29年10月18日
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G31 -

2
窓口サービス課事務用渉外身
分関係先例判例総覧（追録）に
かかる経費の支出について

51：図書 日本加除出版（株） 6,740           平成29年10月31日
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

中央区役所発注の物品供給等契約案件における少額随意契約（特名随意契約）の結果について
（少額随意契約分）

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf#
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf#


１ 

様式 15  

随意契約理由書 

 

１． 案件名称 

衆議院議員通常選挙事務にかかる南投票所施設借上業務 

 

 

２． 契約の相手方 

大阪厨房料飲機器家具協同組合 

 

３． 随意契約理由 

南投票所の施設借り上げについて、投票区の範囲は限られた地域であることから、南投票

所の区域内に所在する貸し施設を借り上げる必要がある。しかしながら、頻繁に投票所を変

更することは区民への混乱を招くことにもなり前回と同様の施設を使用することが望ましく、

また、立地条件、施設面積等の必要条件を満たす施設は河原センタービルしか存在しないた

め。なお、河原センタービルの所有者は、大阪厨房料飲機器家具協同組合である。 

 

 

４． 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号 

 

 

５． 担当部署 

中央区役所総務課総務グループ（電話番号：０６－６２６７－９６２５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

様式 15 

随意契約理由書 

 

１． 案件名称 

窓口サービス課事務用渉外身分関係先例判例総覧（追録）の購入 

 

 

２． 契約の相手方 

日本加除出版株式会社 

 

３． 随意契約理由 

本書籍は、現在窓口サービス課において所有しており、戸籍事務において使用して

いる渉外戸籍（外国籍の者が関連する戸籍の届出）の先例・判例をまとめた書籍の追

録である。 

戸籍事務は過去の判例、先例に基づいて事務が行われることが多く、また希少な事

案に対する相談業務および届出の処理を行うにあたっては、最新の判例、先例の把握

が不可欠であり、日々追加される判例や先例を適切に把握し、正確な戸籍事務の執行

を図るため本書籍の活用している。 

追録には、最新の戸籍に関する判例、各自治体から法務局へ寄せられた疑義に関す

る回答が掲載されている。 

また、過去の先例も戸籍、国籍をめぐる世論の変化を受け、解釈や運用に変更が加

えられることもあり、最新情報の把握は戸籍事務執行に必要不可欠である。かつ、本

書は加除式書籍であり、元になる書籍の出版元が日本加除出版株式会社であり、その

書籍に対応する追録を発行している会社も同社のみであるため。 

 

 

４． 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号 

 

 

５． 担当部署 

中央区役所総務課総務グループ（電話番号：０６－６２６７－９６２５） 

 


